
寒 川 町 臨 時 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 規 則 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(年 次 休 暇 以 外 の 休 暇 ) (年 次 休 暇 以 外 の 休 暇 ) 

第 5条  （ 略 ）  第 5条  （ 略 ）  

2 任 命 権 者 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に

は 、 臨 時 職 員 (第 5号 か ら 第 7号 及 び 第 9

号 に 掲 げ る 場 合 に あ っ て は 、次 項 に 掲 げ

る 臨 時 職 員 に 限 る 。 )に 対 し て 当 該 各 号

に 定 め る 期 間 の 無 給 の 休 暇 を 与 え る も

の と す る 。  

2 任 命 権 者 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に

は 、 臨 時 職 員 (第 5号 か ら 第 7号 及 び 第 9

号 に 掲 げ る 場 合 に あ っ て は 、次 項 に 掲 げ

る 臨 時 職 員 に 限 る 。 )に 対 し て 当 該 各 号

に 定 め る 期 間 の 無 給 の 休 暇 を 与 え る も

の と す る 。  

(1)～ (4) （ 略 ）  (1)～ (4) （ 略 ）  

（ 加 え る ）  ( 5 )  女 性 の 臨 時 職 員 が 母 子 保 健 法 (昭

和 4 0年 法 律 第 1 4 1号 )の 規 定 に よ る 保

健 指 導 又 は 健 康 診 査 に 基 づ く 指 導 事

項 を 守 る た め 勤 務 し な い こ と が や む

を 得 な い と 認 め ら れ る 場 合  必 要 と

認 め ら れ る 期 間  

(5)～ (9) （ 略 ）  (6)～ (10) （ 略 ）  

3 （ 略 ）  3 （ 略 ）  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

    附  則  

 

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 


